
ア　選挙区 H28：参

うち代理記載による投票者
（法49条第3項該当者）

北 区 44 5 249 － 104 20 － － － － 422

都 島 区 45 3 247 － 31 19 2 － － － 345

福 島 区 23 4 169 － 41 12 1 － － － 249

此 花 区 32 1 282 － 1 13 － － － － 329

中 央 区 35 7 188 － 74 10 － － － － 314

西 区 40 4 243 － 64 4 1 － － － 355

港 区 23 3 276 － 26 9 － － － － 337

大 正 区 18 － 405 － 12 8 1 － － － 443

天 王 寺 区 25 － 288 － 56 5 － － － － 374

浪 速 区 6 3 246 － 30 5 － － － － 290

西 淀 川 区 19 275 149 － 39 22 2 － － － 504

淀 川 区 71 10 490 － 90 27 5 － － － 688

東 淀 川 区 140 1 556 － － 34 － － － － 731

東 成 区 47 2 234 － 3 6 2 － － － 292

生 野 区 27 32 394 － 10 17 1 － － － 480

旭 区 33 5 310 － 30 31 4 － － － 409

城 東 区 54 10 440 － 57 11 1 － － － 572

鶴 見 区 61 3 292 － 30 27 2 － － － 413

阿 倍 野 区 51 5 423 － 55 24 3 － － － 558

住 之 江 区 76 2 627 － 7 21 4 － － － 733

住 吉 区 42 4 753 － 57 30 5 － － － 886

東 住 吉 区 60 1 646 － 40 20 3 － － － 767

平 野 区 49 5 914 － 54 38 3 － － － 1,060

西 成 区 25 1 526 － 21 11 1 － － － 584

計 1,046 386 9,347 － 932 424 41 － － － 12,135

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）

（７） 不在者投票事由別不在者投票者数

計区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため
若しくは産褥にあるた
め歩行が困難である者
又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若
しくは婦人補導院に収
容中の者
（同第３号該当者）

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

南極投票
（法49条第８項該当者）

国外不在者投票
（法49条第４項該当者）

洋上投票
（法49条第７項該当者）



イ　比例代表

うち代理記載による投票者
（法49条第3項該当者）

北 区 44 5 249 － 104 20 － － － － 422

都 島 区 45 3 247 － 31 19 2 － － － 345

福 島 区 23 4 169 － 41 12 1 － － － 249

此 花 区 32 1 282 － 1 13 － － － － 329

中 央 区 35 7 188 － 74 10 － － － － 314

西 区 40 4 243 － 64 4 1 － － － 355

港 区 23 3 276 － 26 9 － － － － 337

大 正 区 18 － 404 － 12 8 1 － － － 442

天 王 寺 区 25 － 287 － 56 5 － － － － 373

浪 速 区 6 3 243 － 30 5 － － － － 287

西 淀 川 区 19 275 149 － 39 22 2 － － － 504

淀 川 区 71 10 494 － 90 27 5 － － － 692

東 淀 川 区 140 1 556 － － 34 － － － － 731

東 成 区 47 2 233 － 3 6 2 － － － 291

生 野 区 27 32 393 － 10 17 1 － － － 479

旭 区 33 5 309 － 30 31 4 － － － 408

城 東 区 54 10 440 － 57 11 1 － － － 572

鶴 見 区 61 3 292 － 30 28 2 － － － 414

阿 倍 野 区 51 5 423 － 55 24 3 － － － 558

住 之 江 区 77 2 622 － 7 21 4 － － － 729

住 吉 区 42 4 754 － 57 30 5 － － － 887

東 住 吉 区 60 1 646 － 40 20 3 － － － 767

平 野 区 49 5 914 － 54 38 3 － － － 1,060

西 成 区 25 1 523 － 21 11 1 － － － 581

計 1,047 386 9,336 － 932 425 41 － － － 12,126

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）

計

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

南極投票
（法49条第８項該当者）

区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため
若しくは産褥にあるた
め歩行が困難である者
又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若
しくは婦人補導院に収
容中の者
（同第３号該当者）

国外不在者投票
（法49条第４項該当者）

洋上投票
（法49条第７項該当者）


